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非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について     
 救急医療、特に病院前救護の充実強化のための医師並びに看護師及び救急救命士（以
下「有資格者」という。）以外の者による自動体外式除細動器（Automated External 

Defibrillators。以下「ＡＥＤ」という。）の使用に関しては、平成15年11月から、

「非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用のあり方検討会」を開催
し、救急蘇生の観点からみた非医療従事者によるＡＥＤの使用条件のあり方等につい

て検討してきたところ、このほど別添のとおり報告書（以下「報告書」という。）が

取りまとめられた。  
非医療従事者によるＡＥＤの使用については、報告書を踏まえ取扱うものであるの

で、貴職におかれてはその内容について了知いただくとともに、当面、下記の点に留

意いただき、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機関、関係団体に周知するとと
もに、特にＡＥＤの使用に関し、職域や教育現場で実施される講習も含め、多様な実

施主体により対象者の特性を踏まえた講習が実施される等により、ＡＥＤの使用に関

する理解が国民各層に幅広く行き渡るよう取り組みいただくほか、非医療従事者がＡ
ＥＤを使用した場合の効果について、救急搬送に係る事後検証の仕組みの中で的確に

把握し、検証するよう努めていただくようお願いする。 
   

記    
１ ＡＥＤを用いた除細動の医行為該当性  
 心室細動及び無脈性心室頻拍による心停止者（以下「心停止者」という。）に対す

るＡＥＤの使用については、医行為に該当するものであり、医師でない者が反復継続

する意思をもって行えば、基本的には医師法（昭和23年法律第201号）第17条違反と
なるものであること。  

２ 非医療従事者によるＡＥＤの使用について  
 救命の現場に居合わせた一般市民（報告書第３の３の（４）「講習対象者の活動領

域等に応じた講習内容の創意工夫」にいう「業務の内容や活動領域の性格から一定の

頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定されている者」に該当しな



 

い者をいうものとする。以下同じ。）がＡＥＤを用いることには、一般的に反復継続
性が認められず、同条違反にはならないものと考えられること。  
 一方、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応を

することが期待、想定されている者については、平成15年9月12日構造改革特区推進
本部の決定として示された、非医療従事者がＡＥＤを用いても医師法違反とならない

ものとされるための４つの条件、すなわち、  
 ① 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得るこ

とが困難であること  
 ② 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること  
 ③ 使用者が、ＡＥＤ使用に必要な講習を受けていること  
 ④ 使用されるＡＥＤが医療用具として薬事法上の承認を得ていること  
については、報告書第２に示す考え方に沿って、報告書第３の通り具体化されたもの

であり、これによるものとすること。   
３ 一般市民を対象とした講習  
 ＡＥＤの使用に関する講習については、救命の現場に居合わせてＡＥＤを使用する
一般市民が心停止者の安全を確保した上で積極的に救命に取り組むため、その受講が

勧奨されるものであること。  
講習の内容及び時間数については、別添１によることが適当であること。 
なお、講習の実施に当たっては、受講する者に過度の負担を生じさせることなく、

より多くの国民にＡＥＤの使用を普及させる観点から、講師の人選、生徒数、実習に

用いるＡＥＤの数等を工夫の上、講義と実習を組み合わせることにより、概ね３時間
程度で、必要な内容について、効果的な知識・技能の修得に努めること。また、短時

間で習得することのできる入門講習も積極的に活用すること。   
４ 業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をする 

 ことが期待・想定される者を対象に実施される講習 
  報告書第３の３の（４）において、「非医療従事者のうち、業務の内容や活動領域
の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者

を対象に実施される講習」は、「その活動領域の特性や、実施の可能性の高さ、それ

までの基本的心肺蘇生処置の習得状況などに応じた適切な内容を盛り込んだ講習を
行うことが期待される」とされていることを踏まえて、その講習の内容について別添

２の通りとすること。特に、救急対応の義務のある業務に従事する者に対する講習は、

当該講習の内容を満たすものであること。   
５ 講師養成のための講習 

報告書第３の３の（２）において、自動体外式除細動器の使用に関する講習の講師 
について、「地方公共団体の消防担当部局や公的な団体が実施する一定の講習プログ 

ラムを修了した非医療従事者が、一般市民を対象とした基本的心肺蘇生処置の指導員

となり、これまでも講習のすそ野を広げることに貢献している実績に鑑み、自動体外
式除細動器の使用に関する教授法を含む指導教育プログラムを修了した者も講師と

して活用するべき」とされているほか、「公的な団体において、関係学会等の協力を

得て、講師養成のための指導教育プログラムを作成し、その普及を図ることが適当で
ある」とされていることを踏まえて、その講師養成のための講習の内容については、

別添３の通りとすること。また、当該講習の内容を修了した者も講師として活用する

もので あること。   



 

６ 効果の検証  
 非医療従事者がＡＥＤを使用した場合の効果について、救急搬送に係る事後検証の

仕組みの中で、的確に把握し、検証するよう努めるものとし、その際、「メディカル

コントロール体制の充実強化について（平成15年3月26日付消防庁救急救助課長、厚
生労働省医政局指導課長通知）」により、庁内関係部局間の連携を密に、事後検証体

制の確立に引き続き努めること。   
７ その他  
（１） 別添２及び３の講習の内容及びその実施について、基本的心肺蘇生処置及び自

動体外式除細動器の使用に関し十分な知識・経験を有する医師による指導又は
助言を適宜得ること。  

（２） 講習内容は、各講習の受講者が身につけるべき最低限の内容であるので、当該
講習の内容について必要に応じて充実を図ることや、各団体等が実施している

応急手当等の講習内容に組み入れることについては、差し支えないものである

こと。 
  
（３） 事後検証の結果等を踏まえて、講習の内容やあり方について、関係学会等の協

力を得て、公的な団体で適宜見直していくものであること。 



【 講習内容 ： 入門講習 45分 】

大項目 小項目 到達目標
時間例
（分）

心臓突然死の特徴 導入講義（スライド／ビデオ等） 5

心臓の働きと位置を知る

心停止の意味と心肺蘇生の必要性を知る

救命の連鎖、市民の役割、ＡＥＤの必要性を理解する

自身の身の安全確保の重要性を知る

反応の確認、１１９番通報とＡＥＤの要請

呼吸の有無の確認

死戦期呼吸は心停止と判断する

胸骨の位置を確認する

正しい胸骨圧迫の方法を知り体験する

胸骨圧迫の交代の方法を知り体験する

ＡＥＤの正しい使い方を知り、模擬ＡＥＤで体験する。

安全を確認し、電気ショックボタンを押す

電気ショック適応の場合の対応

電気ショック不要の場合の対応

心停止に遭遇した際に知っておいてほしいこと（倫理的問題、ストレスケア等）

人工呼吸が必要な心停止について（紹介／デモ等）

質疑応答

45

○　1～2人に１個の簡易トレーニングキットと簡易AED。

○　DVD教材とプロジェクター等映像・音響環境。

○　AEDトレーナーが１台以上あれば望ましい。

○　受講者と指導者の配置については１：多人数（DVDベースで、全体で一斉に指導。10～20名に1名程度補助指導者）。

非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用を促すための入門講習

【 準備物品、留意事項　： 入門講習 45分 】

ＡＥＤの使い方
（実技）

ＡＥＤの使い方
（胸骨圧迫の実施を含む）

別添１

１　基本的な胸骨圧迫の方法を習得する

【一般目標】　

２　救命の連鎖における第１発見者の行動の重要性を理解する

３　安全にＡＥＤを使用する

胸骨圧迫の実施 10

導入
命の大切さと心臓の働きと心停止 5

胸骨圧迫のみの
心肺蘇生（実技）

初動 3

呼吸の確認 3

講習時間計（例）

講習内容（入門講習45分、入門講習90分）については、指導者数や受講者数、また準備物品等を考慮し選択すること。

【講習内容の選択】

14

まとめ 学習のまとめ 5



【 講習内容 ： 入門講習 90分 】

大項目 小項目 到達目標
時間例
（分）

心臓突然死の特徴 導入講義（スライド／ビデオ等） 5

心臓の働きと位置を知る

心停止の意味と心肺蘇生の必要性を知る

救命の連鎖、市民の役割、ＡＥＤの必要性を理解する

自身の身の安全確保の重要性を知る

反応の確認、１１９番通報とＡＥＤの要請

呼吸の有無の確認

死戦期呼吸は心停止と判断する

胸骨の位置を確認する

正しい胸骨圧迫の方法を知り体験する

胸骨圧迫の交代の方法を知り体験する

ＡＥＤの正しい使い方を知り、模擬ＡＥＤで体験する。

安全を確認し、電気ショックボタンを押す

電気ショック適応の場合の対応

電気ショック不要の場合の対応

心停止に遭遇した際に知っておいてほしいこと（倫理的問題、ストレスケア等）

口頭指導の紹介

人工呼吸付心肺蘇生のデモ展示

質疑応答

90

○　4～5人に１体の蘇生訓練人形とAEDトレーナー。

○　指導者と受講者の配置については１：4～5名（指導者ベース）。

別添１（続き）

まとめ

【 準備物品、留意事項　： 入門講習 90分 】

5
導入

命の大切さと心臓の働きと心停止

胸骨圧迫のみの
心肺蘇生（実技）

初動

呼吸の確認

胸骨圧迫の実施

講習時間計（例）

ＡＥＤの使い方
（グループ毎に実技）

ＡＥＤの使い方

学習のまとめ

5

5

15

15

シナリオシミュレーション
（実技）

ＡＥＤを用いた救命処置
（胸骨圧迫の実技を含む）

15

25



【講習内容】

大項目 小項目 到達目標
時間例
（分）

コースの概説 救命の連鎖(心停止の予防を含む)の重要性を理解する

救命の連鎖の重要性 通報により口頭指導が得られることを理解する

反応の確認、通報、呼吸の確認 反応の確認、早期通報、呼吸の確認（死戦期呼吸を含む）が実施できる 10

胸骨圧迫（心臓マッサージ） 有効な胸骨圧迫が実施できる 15

気道の確保と人工呼吸 気道の確保と人工呼吸が実施できる 15

シナリオに対応した心肺蘇生 シナリオに対応した心肺蘇生の実施ができる 10

休憩 15

ＡＥＤの使用方法（ビデオあるいはデモ） ＡＥＤの電源の入れ方とパッドの装着方法を理解する 10

指導者による使用方法の実際の呈示 ＡＥＤの使用方法と注意点を理解する 10

ＡＥＤの実技 シナリオに対応して、安全にＡＥＤを使用できる 35

180

○　効果的かつ質の高い実習を行うために、受講者と指導者の配置については１０：１以内が望ましいこと。

○　講習時間については、到達目標に達することを前提として教材・機材や指導者数により柔軟に対応すること。

講習時間計（例）

【留意事項】

○　講習対象者に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫をおこなうこと。

○　心肺蘇生とＡＥＤ使用方法のシナリオは小児（乳児を除く）への対応が包括されること。    

○　概ね２年の間隔で定期的な再講習が望ましいこと。

○　効果的かつ質の高い実習を行うために、受講者と用いる教材・機材等の配置については５：１以内が望ましいこと。

イントロダクション 15

心肺蘇生（実技）

AEDの使用（実技）

知識と実技の確認 シナリオを使用した知識と実技の確認 様々なシナリオに対応した心肺蘇生法やＡＥＤが実施できる 45

別添１（続き）

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を使用する非医療従事者（一般市民）に対する講習

【一般目標】

１　救命の連鎖と早期除細動の重要性を理解する

２　効果的な心肺蘇生が実施できる

３　正しくＡＥＤを作動させ、安全に使用できる



大項目 小項目 到達目標 時間（分）

コースの概説 救命の連鎖（心停止の予防を含む）の重要性を理解する

救命の連鎖の重要性 通報により口頭指導が得られることを理解する

反応の確認、通報、呼吸の確認 反応の確認、早期通報、呼吸の確認（死戦期呼吸を含む）が実施できる 10

胸骨圧迫（心臓マッサージ） 有効な胸骨圧迫が実施できる 15

気道の確保と人工呼吸 気道の確保と人工呼吸が実施できる 15

シナリオに対応した心肺蘇生 シナリオに対応した心肺蘇生の実施ができる 10

休憩 15

ＡＥＤの使用方法（ビデオあるいはデモ） ＡＥＤの電源の入れ方とパッドの装着方法を理解する 10

指導者による使用方法の実際の呈示 ＡＥＤの使用方法と注意点を理解する 10

ＡＥＤの実技 シナリオに対応して、安全にＡＥＤを使用できる 60

知識の確認（筆記試験） 知識の確認 心肺蘇生とＡＥＤに関する知識を確認する

実技の評価（実技試験） シナリオを使用した実技の評価 様々なシナリオに対応した心肺蘇生やＡＥＤが実施できることを確認する

220

○　概ね２年の間隔で定期的な再講習をおこなうこと。

講習時間計

○　講習対象者の活動領域等に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫をおこなうこと。

４　業務の中でのＡＥＤの位置づけについて理解する

○　心肺蘇生とＡＥＤ使用方法のシナリオは小児（乳児を除く）への対応が包括されること。

【一般目標】

15

心肺蘇生（実技）

60

○　効果的かつ質の高い実習を行うために、受講者と指導者の配置については１０：１以内が望ましいこと。

○　効果的かつ質の高い実習を行うために、受講者と用いる教材・機材等の配置については５：１以内が望ましいこと。

イントロダクション

【講習内容】

２　効果的な心肺蘇生が実施できる

別添２

【留意事項】

○　筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の８０％以上を理解できたことを合格の目安とすること。

一定の頻度で対応することが想定される者のための自動体外式除細動器（ＡＥＤ）講習

AEDの使用（実技）

１　救命の連鎖と早期除細動の重要性を理解する

３　正しくＡＥＤを作動させ、安全に使用できる



【講習内容】

大項目 小項目 到達目標 時間（分）

コースの概説 救命の連鎖(心停止の予防を含む）の重要性を指導できる

救命の連鎖の重要性 通報により口頭指導が得られることを指導できる

反応の確認、通報、呼吸の確認
反応の確認、早期通報、呼吸の確認(死戦期呼吸を含む）を確実にできる
こと確認する

15

胸骨圧迫（心臓マッサージ） 有効な胸骨圧迫を確実にできることを確認する 15

気道の確保と人工呼吸 気道を確保し人工呼吸が確実にできることを確認する 15

シナリオに対応した心肺蘇生 シナリオに対応した心肺蘇生を確実にできることを確認する 15

ＡＥＤの基本的原理について指導できる

ＡＥＤに関する問題対処法、メンテナンスについて指導できる

効果的なＡＥＤ使用方法
（実技）

様々なシナリオに対応したＡＥＤ使用方
法

様々なシナリオに対応して、安全にＡＥＤを使用できることを確認する 60

休憩 15

ビデオあるいはデモによるＡＥＤ使用方
法

ビデオあるいはデモによってＡＥＤ使用方法を指導できる 20

ＡＥＤ使用方法の実際の呈示 実際にＡＥＤを呈示しながら、その使用方法と注意点について指導できる 20

様々なシナリオに対応したＡＥＤ使用方
法の指導法

様々なシナリオに対応したＡＥＤ使用方法を指導できる 60

休憩 15

知識の確認（筆記試験） 知識の確認 心肺蘇生法とＡＥＤに関する知識を確認する

実技の評価（実技試験） シナリオを使用した指導方法の評価 様々なシナリオに対応した指導法を実施できることを確認する

360

４　効果的かつ質の高い講習を実施できる

５　受講生のニーズに合わせた到達目標の設定ができる

６　ガイドライン2010および救急蘇生法の指針を熟知し、それに従った指導ができる

AED使用方法の指導法
（実技）

心肺蘇生の確認（実技）

60

○　受講者の活動領域等に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫をおこなうこと。

○　心肺蘇生とＡＥＤ使用方法のシナリオは小児（乳児を除く）への対応が包括されること。

○　概ね２年の間隔で定期的な再講習をおこなうこと。

講習時間計

講師養成のための自動体外式除細動器（ＡＥＤ）講習

別添３

【一般目標】

１　救命の連鎖と早期除細動の重要性を指導できる

２　効果的な心肺蘇生が実施できるよう指導できる

３　正しくＡＥＤを作動させ、安全に使用するよう指導できる

○　効果的かつ質の高い実習を行うために、受講者と用いる教材・機材等の配置については５：１以内が望ましいこと。

○　効果的かつ質の高い実習を行うために、受講者と指導者の配置については１０：１以内が望ましいこと。

イントロダクション 20

ＡＥＤの解説、問題対処法、メンテナンス
AEDの基本的原理と対
処

30

○　受講の前提として、ガイドライン2010に準拠した心肺蘇生法指導者講習を修了していること。

【留意事項】

○　筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の８０％以上を理解できたことを合格の目安とすること。　



別添














	最終（参考全文）非医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使用について（平成25年9月）別添１～３込.pdf
	最終（参考全文）非医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使用について（平成25年9月）.pdf
	【別添１～３】講習会プログラム.pdf
	【別添１～３】講習会プログラム.pdf
	1-2.pdf
	2.pdf
	3.pdf


	【別添】検討会報告書.pdf

